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高松市緊急輸送道路沿道建築物耐震改修等事業補助金交付要綱  

 

（目的）  

第１条  この要綱は、緊急輸送道路の沿道の建築物の所有者等が耐震診断及び

耐震改修、建替え又は除却を実施する場合に予算の範囲内でこれらに要する

費用の一部を補助することに関し必要な事項を定めることにより、耐震性の

高い市街地の形成及び緊急輸送道路の安全の確保を図り、震災に強いまちづ

くりの推進に資することを目的とする。  

（定義）  

第２条  この要綱において使用する用語は、次に定めるもののほか、建築基準

法（昭和２５年法律第２０１号）、建築基準法施行令（昭和２５年政令第  

３３８号）及び建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成７年法律第  

１２３号。以下「法」という。）において使用する用語の例による。  

(１ ) 耐震改修等事業  耐震診断を実施する事業（以下「耐震診断事業」と

いう。）及び耐震改修、建替え又は除却を実施する事業（以下「耐震対策

事業」という。）をいう。  

 (２ ) 緊急輸送道路  緊急輸送道路  法第６条第１項の規定により本市が定

めた耐震改修促進計画（以下｢促進計画｣という。）に記載された緊急輸送

道路をいう。  

 (３) 沿道建築物  法第１４条第３号に規定する建築物をいう。  

(４ ) 住宅  一戸建ての住宅及び長屋をいい、店舗等の用途を兼ねるもの

（店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の２分の１未満のもの）を

含む。  

(５ ) 住宅等  一戸建て住宅、長屋及び共同住宅をいい、店舗等の用途を兼

ねるもの（店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の２分の１未満の

もの）を含む。  

 (６ ) マンション  共同住宅のうち耐火建築物又は準耐火建築物であって、

延べ面積が１，０００平方メートル以上であり、かつ、地階を除く階数が

３以上のものをいう。  

(７) 建築物  住宅以外の建築物をいう。  
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(８ ) 耐震診断  建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的

な方針（平成１８年国土交通省告示第１８４号。以下「基本的な方針」と

いう。）別添「建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指

針となるべき事項」第１「建築物の耐震診断の指針」（以下「耐震診断の

指針」という。）又は国がこれと同等と認めた方法により、建築物の耐震

改修の促進に関する法律施行規則（平成７年建設省令第２８号）第５条第

１項各号に掲げる者（以下「耐震診断資格者」という。）が行う地震に対

する建築物等の安全性の評価をいう。  

(９ ) 補強設計  耐震診断の結果に基づく補強工事の設計（建替えを行う場

合の建築設計を含む。）をいう。  

(10) 耐震改修  基本的な方針の別添「建築物の耐震診断及び耐震改修の実

施について技術上の指針となるべき事項」第２「建築物の耐震改修の指針」

（以下「耐震改修の指針」という。）又は国がこれと同等と認めた方法に

より行う、地震に対する安全性の向上を目的として実施する補強工事をい

う。 

(11) 建替え  現に存する建築物を除却し、当該建築物の敷地に原則として

同じ用途及び同じ規模以上の建築物を新たに建築することをいう。  

(12)  除却 現に存する建築物等の全部を撤去することをいう。  

(13)  申請者 補助金の申請をしようとする、次のいずれかの者をいう。  

ア  高松市緊急輸送沿道建築物耐震改修等事業を行う建築物の所有者（複

数の者が共同所有する場合、当該共同所有者全員により合意された代表

者又は建物の区分所有等に関する法律（昭和３７年法律第６９号）に定

める区分所有者の団体の代表者）  

イ その他市長がアに掲げる者と同等と認める者  

(14) 省エネ基準  建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（平成

２７年法律第５３号）第２条第１項第３号に規定する建築物エネルギー

消費性能基準をいう。  

（補助対象事業）  

第３条  補助対象事業は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定

める要件を満たすものでなければならない。  
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(１ ) 耐震診断事業  次のアからカまでに掲げる要件を満たす事業であるこ

と。 

ア  高松市都市計画図に示された国勢調査による人口集中地区内で実施さ

れる事業であること。  

イ 促進計画に基づいて行う事業であること。  

ウ  次の (ア )から (エ )までのいずれにも該当する建築物について行う事業

であること。  

(ア) 沿道建築物（国又は地方公共団体の所有するものを除く。）  

   (イ) 昭和５６年５月３１日以前に着工された建築物  

(ウ ) 延べ面積が１，０００平方メートル以上であり、かつ、地階を除

く階数が３階以上の建築物  

(エ ) 建築基準法の規定に違反していない建築物（耐震関係規定以外の

同法の違反がある建築物であって、その違反の是正が行われることが

確実であると認められるものを含む。）  

エ  当該耐震診断の結果について耐震診断の指針に適合する水準にある旨

の既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会に登録され

ている耐震判定委員会（以下「第三者の専門機関」という。）による判

定等を受けること。  

オ  申請者に課せられた本市の市税のうち、当該補助金の交付申請の日以

前に納期（納税の猶予又は納期限の延長に係る期限を含む。）が到来し

た税額（納税の猶予又は納期の延長があった場合は、これらに係る期限

が当該申請の日の翌日以降に到来するものを除く。）を滞納していない

こと。ただし、建物の区分所有等に関する法律に定める区分所有者の団

体若しくは管理者及び区分所有者は、この限りでない。  

カ 他の補助金等の交付を受けていないこと。  

(２ ) 耐震対策事業  次のアからキまでに掲げる要件を満たす事業であるこ

と。 

ア 前号に規定する要件（エを除く。）を満たす事業であること。  

イ  次の (ア )及び (イ )のいずれにも該当する建築物について行う事業であ

ること。  
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(ア) 耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断された建築物  

(イ) 法に基づく指導又は特定行政庁による任意の勧告を受けたもので、

建築基準法に基づく耐震改修に係る命令を受けていない建築物  

ウ  耐震改修の指針に適合する水準にあるか否かについて第三者の専門機

関による耐震改修計画の判定等を受けて地震に対する安全性の向上を目

的として行う事業であること。ただし、建替え及び除却は除くものとす

る。  

エ  原則として市内に営業所を設けている事業者が施工する事業であるこ

と。  

オ  建替えにあっては、建替え後の共同住宅は、原則として、土砂災害警

戒区域等における土砂災害防災対策の推進に関する法律（平成１２年法

律第５７号）第９条第１項に規定する土砂災害特別警戒区域外に存する

ものであって、建替え後の建築物は、原則として省エネ基準に適合する

ものであること。  

カ 建替えにあっては、原則として、都市再生特別措置法（平成１４年法

律第２２号）第８８条第１項に規定する住宅等を新築する行為であっ

て、同条第５項の規定に基づく公表に係るものでないこと。  

キ  令和１１年３月３１日までに耐震改修、建替え又は除却に係る工事に

着手する事業であること。  

２  前項各号に規定する要件を満たしたことにより補助金の交付を受けた建築

物について、再度当該各号に係る補助金の交付を受けることはできない。  

（補助金の額）  

第４条  補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額と

する。  

(１ ) 耐震診断事業  耐震診断（設計図書の復元、第三者機関の判定等を含

む。）に要する費用の額（消費税及び地方消費税相当額を除く。）又は別

表の規定により算出した補助の対象限度額に設計図書の復元、第三者機関

の判定等に要する費用（２３５万円を限度とする。）を加えた額のいずれ

か少ない額に３分の２を乗じて得た額（その額が４００万円を超えるとき

は４００万円とし、１，０００円未満の端数があるときはその端数金額を
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切り捨てるものとする。）とする。  

(２ ) 耐震対策事業  耐震改修に係る工事に要する費用（建替え又は除却を行

う場合にあっては耐震改修に要する費用相当分とする。）の額（消費税及

び地方消費税相当額を除く。）又は別表の規定により算出した補助の対象

限 度 額 の い ず れ か 少 な い 額 に ３ 分 の ２ を 乗 じ て 得 た 額 （ そ の 額 が  

６，０００万円を超えるときは６，０００万円とし、１万円未満の端数が

あるときはその端数金額を切り捨てるものとする。）とする。  

（全体設計の承認）  

第５条  耐震対策事業の補助を受けようとする者は、当該耐震対策事業が複数

年度にわたる場合にあっては、初年度の補助金交付申請の前に、全体設計承

認申請書（様式第１号）を市長に提出し、耐震対策事業に係る事業費の総額

及び事業完了予定時期等について、市長の承認を受けなければならない。当

該事業費の総額を変更する場合も、同様とする。  

２  市長は、全体設計承認申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、

適当と認めたときは、全体設計承認通知書（様式第２号）により申請者に通

知するものとする。  

（事業計画書の提出）  

第６条  申請者は、次条第１項又は第２項に規定する申請書の提出に当たって

は、あらかじめ、事業計画書（様式第３号又は様式第４号）を市長に提出し

なければならない。  

２  前項の事業計画書を提出する者が当該沿道建築物の所有権を有する者でな

い場合は、事業計画書には、当該事業の実施に関し当該所有権を有する者の

同意を得たことを証する書面を添付しなければならない。ただし、建物の区

分所有等に関する法律に定める区分所有者は、当該管理組合の規約と事業の

実施について決議したことの分かる書類を添付した場合は、この限りでない。  

３  市長は、事業計画書の提出があった場合は、その内容を審査し、承認すべ

きものと決定したときは、事業計画承認通知書（様式第５号）により申請者

に通知するものとする。  

（補助金の交付申請）  

第７条  申請者は、補助金の交付を受けて耐震診断を実施しようとするときは、
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前条の規定による事業計画書の承認後、高松市緊急輸送道路沿道建築物耐震

改修等事業補助金交付申請書（様式第６号）を市長に提出しなければならな

い。  

２  申請者は、補助金の交付を受けて耐震対策事業に係る工事を実施しようと

するときは、前条の規定による事業計画書の承認後、当該年度に係る部分に

ついて高松市緊急輸送道路沿道建築物耐震改修等事業補助金交付申請書（様

式第７号）を市長に提出しなければならない。  

３  第５条第２項の承認を受けて耐震対策事業に係る工事を実施する場合、前

項の申請は、全体設計に係る期間の毎年度に、当該年度の耐震対策事業に係

る経費について行わなければならない。  

（補助金の交付決定）  

第８条  市長は、前条第１項又は第２項の補助金交付申請書の提出があった場

合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、高松市緊急輸送道路沿道建

築物耐震改修等事業補助金交付決定通知書（様式第８号）により申請者に通

知するものとする。  

２  市長は、補助金の交付を決定する場合においては、必要な条件を付するこ

とができる。  

（着手届）  

第９条  前条第１項の規定による通知を受けた申請者（以下「補助事業者」と

いう。）は、耐震改修等事業に着手したときは、着手の日から１０日以内に

高松市緊急輸送道路沿道建築物耐震改修等事業着手届（様式第９号）を市長

に提出しなければならない。  

（権利譲渡の禁止）  

第１０条  補助事業者は、補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は

担保に供してはならない。  

（中間検査の実施等）  

第１１条  市長は、耐震対策事業において必要があると認める場合は、工程を

指定し、中間検査を実施することができる。この場合において、補助事業者

は、耐震対策事業に係る工事が当該指定に係る工程に達したときは、高松市

緊急輸送道路沿道建築物耐震改修等事業に係る中間検査申請書（様式第１０
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号）を市長に提出しなければならない。  

２  市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、耐震対策事業に係

る工事が適正に施工されているかどうかについて、速やかに中間検査を行う

ものとする。  

３  市長は、中間検査の結果、耐震対策事業に係る工事が適正に施工されてい

ないと認めるときは、補助事業者に対し、必要な指示を行うものとする。  

４  市長は、前３項の規定による中間検査を行うほか、耐震対策事業の施工に

おいて必要があると認めるときは、補助事業者に対し必要な指示を行い、若

しくは報告を求め、又はその職員に当該建築物その他の物件若しくは設計図

書等の書類を検査させることができる。  

（補助金の経理）  

第１２条  補助事業者は、補助対象事業の施行及び経費の収支の状況に関する

書類、帳簿等を整備し、補助対象事業を完了し、又は廃止した年度の翌年度

から起算して５年間保存しなければならない。  

（耐震改修等事業の変更）  

第１３条  補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、

当該各号に掲げる申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。  

 (１ ) 補助金の額に変更が生じる補助対象事業の内容変更をしようとすると

き  高松市緊急輸送道路沿道建築物耐震改修等事業補助金変更交付申請書

（様式第１１号）  

 (２ ) 補助対象事業の内容の変更で次のいずれかに該当するものをしようと

する場合において、補助金の額に変更を生じないとき  高松市緊急輸送道

路沿道建築物耐震改修等事業内容変更承認申請書（様式第１２号）  

  ア 補助の対象となる部分の面積、配置、構造又は形状の変更  

  イ 耐震診断資格者  

  ウ 事業工程の大幅な変更  

  エ その他申請内容の大幅な変更に該当するものとして市長が定める変更  

２  市長は、前項第１号の補助金変更交付申請書又は同項第２号の事業内容変

更承認申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたとき

は、高松市緊急輸送道路沿道建築物耐震改修等事業補助金変更交付決定通知
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書（様式第１３号）又は高松市緊急輸送道路沿道建築物耐震改修等事業内容

変更承認通知書（様式第１４号）により補助事業者に通知するものとする。  

（耐震改修等事業の中止又は廃止）  

第１４条  補助事業者は、補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするとき

は、速やかに高松市緊急輸送道路沿道建築物耐震改修等事業中止（廃止）承

認申請書（様式第１５号）を市長に提出し、その承認を受けなければならな

い。  

（補助対象事業の完了期日の変更）  

第１５条  補助事業者は、補助対象事業が補助金交付決定通知に付された期日

までに完了しないとき、又はその遂行が困難となったときは、速やかに高松

市緊急輸送道路沿道建築物耐震改修等事業完了期日変更報告書（様式第１６

号）によって市長に報告し、その指示を受けなければならない。  

（補助対象事業の遂行等）  

第１６条  補助事業者は、法令の定め、補助金の交付決定の内容及びこれに付

した条件その他法令に基づく市長の処分に従い、補助対象事業を行わなけれ

ばならない。  

２  市長は、補助事業者が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に従

い補助対象事業を遂行していないと認めるときは、申請者にこれらに従い補

助対象事業を遂行すべきことを命ずることができる。  

（完了実績報告）  

第１７条  補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、その完了の日から

起算して２０日を経過する日又は当該年度の３月３１日のいずれか早い日ま

でに高松市緊急輸送道路沿道建築物耐震改修等事業完了実績報告書（様式第

１７号）を市長に提出しなければならない。  

（補助金の交付指令等）  

第１８条  市長は、前条の完了実績報告書の提出があったときは、その内容を

審査し、必要に応じて現地調査を行い適当と認めたときは、補助金の額を決

定し、高松市緊急輸送道路沿道建築物耐震改修等事業補助金交付指令書（様

式第１８号）により補助事業者に通知し、補助金を交付するものとする。  

（補助金の請求）  
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第１９条  補助事業者は、前条の規定による通知を受けたときは、所定の請求

書により、補助金の交付を市長に請求しなければならない。  

（是正のための措置）  

第２０条  市長は、第１７条の完了実績報告書の提出があった場合において、

補助対象事業の成果が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に適合

しないと認めるときは、補助事業者に対し、これらに適合させるために必要

な措置を講ずることを命ずることができる。  

（交付決定の取消し）  

第２１条  市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるとき

は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。  

(１) 虚偽の申請その他不正の行為により補助金の交付を受けたとき。  

(２) 補助金を交付の目的以外に使用したとき。  

(３ ) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に対し重大な違反をし、

かつ、その是正のための市長の指示又は命令に従わないとき。  

(４) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。  

（補助金の返還）  

第２２条  市長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、その取消し

に係る部分に関し既に補助金を交付しているときは、高松市緊急輸送道路沿

道建築物耐震改修等事業補助金返還命令書（様式第１９号）により、期限を

定めてその返還を命ずるものとする。  

２  市長は、前項の規定により補助金が返還された場合において、当該補助が

国庫補助金の交付を受けたものであるときは、速やかに補助金を国に返還す

るための措置を講ずるものとする。  

（指導及び監督）  

第２３条  市長は、必要があると認めるときは、補助対象事業を実施している

補助事業者、耐震診断資格者、耐震改修、建替え又は除却に係る工事の施工

者等（次項において「補助事業者等」という。）に対し、補助対象事業の計

画又は施工の状況等に関する報告を求めることができる。  

２  市長は、補助事業者等に対し、補助対象事業の適正な執行を確保するため

に必要な措置を講ずることを命じ、又は必要な助言もしくは勧告をすること
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ができる。  

（委任）  

第２４条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。   

 

附 則  

この要綱は、平成２０年７月１日から施行する。  

附 則  

この要綱は、平成２１年１０月１日から施行する。  

附 則  

この要綱は、平成２３年１１月１日から施行する。  

附 則  

この要綱は、平成２４年１０月１日から施行する。  

附 則  

１ この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。  

２  改正後の高松市緊急輸送道路沿道建築物耐震改修等事業補助金交付要綱

の規定は、平成２６年度事業から適用する。  

  附 則  

１ この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。  

２  改正後の高松市緊急輸送道路沿道建築物耐震改修等事業補助金交付要綱

の規定は、平成２８年４月１日以後に申請された補助対象事業から適用す

るものとし、同日前に申請された補助対象事業については、なお従前の例

による。  

  附 則  

１ この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。  

２  改正後の高松市緊急輸送道路沿道建築物耐震改修等事業補助金交付要綱

の規定は、平成２９年４月１日以後に申請のあった補助対象事業から適用

するものとし、同日前に申請のあった補助対象事業については、なお従前

の例による。  

  附 則  

１ この要綱は、令和元年１０月９日から施行する。  
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２  改正後の高松市緊急輸送道路沿道建築物耐震改修等事業補助金交付要綱

の規定は、令和元年１０月９日以後の第７条第１項又は第２項の規定によ

る交付申請に係る補助金について適用し、同日前の同条第１項又は第２項

の規定による交付申請に係る補助金については、なお従前の例による。  

３ 改正前の様式第 1 号から様式第４号まで、様式第６号から様式第８号まで、

様式第１１号、様式第１３号及び様式第１６号に規定する様式による用紙

は、当分の間、所要の修正をして使用することができる。  

附 則  

１ この要綱は、令和２年４月１日から施行する。  

２ 改正後の高松市緊急輸送道路沿道建築物耐震改修等事業補助金交付要綱

の規定は、令和２年４月１日以後の第７条第１項又は第２項の規定による

交付申請に係る補助金について適用し、同日前の同条第１項又は第２項の

規定による交付申請に係る補助金については、なお従前の例による。  

３  改正前の様式第７号から様式第８号まで及び様式第１１号に規定する様

式による用紙は、当分の間、所要の修正をして使用することができる。  

附 則  

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。  

附 則  

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。  

 附 則  

この要綱は、令和５年４月３日から施行する。  

附 則  

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。  

附 則  

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。  
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別表（第４条関係）  

補 助 の 対 象 限 度 額  

補助対象事業の

区分  
限 度 額  

耐震診断事業 

4,580,000円に次の床面積の区分による額の合計額を加えた額 

(1) 1,000㎡を超え2,000㎡以内の部分 2,350円／㎡ 

(2) 2,000㎡を超える部分 1,570円／㎡ 

マンション以外の

耐震改修又は建替

事業 

57,000円／㎡ 

ただし、耐震診断の結果、倒壊の危険性が高いと判断された

場合は 62,700円／㎡、免震工法等特殊な工法による場合は

93,300円／㎡とする。  

マンションの耐震

改修又は建替事業 

51,700円／㎡ 

ただし、耐震診断の結果、倒壊の危険性が高いと判断された

場合は 56,900円／㎡、免震工法等特殊な工法による場合は

86,400円／㎡とする。  

備考 限度額は、耐震改修等事業に係る建築物の床面積（建替えにあって

は、建替前の建物の床面積）について算出する。  

 


